〈様式９〉
組織運営等に関する自己申告書

	団体名
	

	代表者役職名・氏名
	


当団体の運営状況等については次のとおりです。なお、当団体の代表者として、本申告書の内容に虚偽がないことを誓約します。
（以下の各項目について、「実施してる」又は「はい」の場合□にチェックしてください）
運営
1． 定款等
	☐	定款等を適切に定めている。


2． 意思決定機関
	☐	団体の意思等を決定する機関（社員総会、評議員会等）を設置している。

	☐	理事会等を定期的に開催している。

	☐	理事会等の議事録を作成している。

	☐	事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算について理事会等の決議を経ている。


以下は、理事会・評議員会を設置している場合のみ回答してください。
	☐	理事会・評議員会の構成についてジェンダーバランスに配慮している。

	
	（「はい」の場合）配慮の具体的な内容

	
	


3． 運営事務
	☐	経理責任者は明確になっている。

	☐	現預金の出納責任者は明確になっている。

	☐	銀行印の管理責任者は明確になっている。

	☐	事務の執行に当たっては、各担当者の権限と責任が明確になっている。

	☐	業者選定等に関する規程等を整備している。

	
	（「はい」の場合）配慮の具体的な内容

	
	

	☐	予算執行に係る全ての証憑（契約書・領収書等）を善良な管理者の注意をもって５年間以上保管している。

	☐	利益相反取引をおおなっていない（適切な承認手続きを経たものを除く）。
※利益相反行為とは、複数の当事者がいる場合における、一方の利益となり、かつ他方の不利益となる行為を指す。

	☐	手許現金有高は、定期的に出納担当者以外の者が出納簿と照合している。

	☐	法人税や消費税、源泉所得税等で必要な申告義務を適切に実施している。


財務
４．財務諸表等
	☐	会計帳簿（仕訳帳・総勘定元帳等）を作成している。

	☐	財務諸表（貸借対照表・損益計算書等）を作成している。

	☐	財務諸表（貸借対照表・損益計算書等）を公表している。
※本項目における「公表」とは、ウェブサイトに掲載していること、もしくは事務所に備え付け一般からの要望があれば常に閲覧できる状態にしていることを指す。



監査
	☐	監事・監査役等による会計監査またはこれに準じた内部監査を実施している。

	
	（「はい」の場合は当てはまるものにチェック）

	
	☐	外部監査（監査法人、公認会計士による会計監査）

	
	☐	内部監査（監事監査、監査役監査による会計監査）

	
	☐	内部監査に準じた監査

	
	（「外部監査」を選択した場合は以下の①又は②のいずれかに必要事項を記入）

	
	1 監査法人による外部監査を受けている場合

	
	監査法人の名称
	

	
	直近の外部監査報告書の提出日
	令和　　　年　　　月　　　日

	
	2 公認会計士による外部監査を受けている場合

	
	公認会計士の氏名
	

	
	直近の外部監査報告書の提出日
	令和　　　年　　　月　　　日

	
	（「内部監査に準じた監査」を選択した場合は以下の③に必要事項を記入）

	
	3 内部監査に準じた監査の具体的内容

	
	

	☐	予算執行に係る全ての証憑（契約書・領収書等）を善良な管理者の注意をもって５年間以上保管している。

	☐	利益相反取引を行っていない（適切な承認手続きを経たものを除く）。
※利益相反行為とは、複数の当事者がいる場合における、一方の利益となり、かつ他方の不利益となる行為を指す。

	☐	手許現金有高は、定期的に出納担当者以外の者が出納簿と照合している。

	☐	法人税や消費税、源泉所得税等で必要な申告義務を適切に実施している。


活動環境
６．労務管理・契約状況
	☐	団体として出演者・スタッフ等の雇用を行っている。


以下は、雇用を行っている場合のみ回答してください。
団体内部雇用契約状況について
	☐	労働基準法令に則り、就業規則を定め（※）、雇用者の労働時間・休憩・休日等を適切に管理している。
※常時１０人以上の雇用者がいる場合には就業規則の作成及び事務所の所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要となります。

	☐	雇用契約書の取り交わし等、雇用者に対して書面により労働条件（※）を明示している。
※書面により明示すべき労働条件は法令で定められています。

	
	（「☒（はい）」の場合）労働条件の明示の方法（契約書、その他）
	

	
	その他の場合には具体的な方法を記入
	

	☐	雇用者に対し、労働提供に対する報酬（賃金）条件を明確に定め、適切に支払っている。
※報酬（賃金）は通貨で、直接全額を、毎月１回以上、一定の期日を定め、最低賃金以上にて支払う必要があります。

	☐	雇用者を社会保険（健康保険、厚生年金保険、介護保険）に加入させている。
※加入義務を有する有給職員を雇用していない場合には、「□（なし）」としてください。

	☐	雇用者を労働保険（労働保険、雇用保険）に加入させている。
※加入義務を有する有給職員を雇用していない場合には、「□（なし）」としてください。


外部との取引
	☐	外部と取引を行う際に書面での契約事前に行っている。
（「☒（はい）」の場合は以下の当てはまるものチェック）

	
	1 契約を行う相手方
	☐出演者
	☐スタッフ
	☐外部業者
	☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	2 契約方法
	☐契約書
	☐メール
	☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	☐	外部の出演者等に対し、規則等で出演料・稽古料等の単価を定めている。
（「☒（はい）」の場合は以下の当てはまるもの全てにチェック）

	
	☐給与
	☐出演料
	☐稽古料
	☐報酬等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



ハラスメント防止対策
	☐	法令等に則り、適切なハラスメント防止対策を行っている。

	
	（「☒（はい）」の場合）配慮の具体的な内容

	
	

	

	法令等では、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等を防止するために必要な措置を講じることが義務づけられています。具体的には、次の措置を講じることが求められていますので、上記回答される際にご確認ください。
なお、本項目のハラスメント防止対策は、雇用者のみならず、フリーランス等との関係でも同様の対応が求められていますので、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の遵守状況を確認される際にも併せてご確認ください。

１．事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
・ハラスメントにあたる行為の内容・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、団体内および関係者に周知・啓発すること。
・ハラスメント行為者に対しては厳正に対処する旨の方針を就業規則等の文書に規定し、団体内および関係者に周知・啓発すること。

２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、団体内および関係者に周知すること。
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

３．ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
・事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
・再発防止に向けた措置を講ずること（事実が確認できなかった場合も同様）。

４．１から３までの措置と併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、団体内および関係者に周知すること。
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な扱いを行ってはならない旨を定め、団体内および関係者に周知・啓発すること。



安全管理（事故防止）対策
	☐	労働安全衛生法例にのっとり、安全管理体制を整備し、業務上の事故防止のために必要な措置を講じている。







※区分「特別製作映画（劇）」または「劇映画」を申請する場合は、次ページの「映画製作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」に関する申告書」も提出してください。

「映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」に関する申告書（劇映画のみ）

	団体名
	

	代表者役職名・氏名
	



当団体の代表者として、本申告書及び提出書類の内容に虚偽がないことを誓約します。

	令和５年３月に一般社団法人日本映画製作者連盟、協同組合日本映画製作者協会、協同組合日本映画監督協会ほか各職能団体によって、映画製作現場の就業環境改善や取引の適正化等を図ることを目的に、「映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」が定められました。

映画制作に従事する方たちが安心・安全な環境で業務に従事できるよう、本ガイドラインを参考にし、本助成活動に応募する劇映画については、本ガイドラインに則って適正な環境で事業を実施するよう努めてください。

【映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン】
https://www.eiteki.org/wp/wp-content/uploads/pdf/eiteki_guideline.pdf



※以下の項目につき、あてはまる場合「チェック」欄に○を記入してください。
「映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」を遵守する意向がある場合、審査基準「キ」により加点いたします。
なお、日本映画制作適正認定制度（作品認定制度）への申請は任意です。本助成制度への応募条件ではありません。

	項目
	チェック

	当団体は、応募する映画の製作に際し、日本映画制作適正化機構の定める「映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」を遵守し、映画製作を行っている、又は行う予定である。
	



一般社団法人日本映画制作適正化機構が設立され、本ガイドラインに則って制作された映画を認定する「日本映画制作適正認定制度（作品認定制度）」も開始されました。
※同機構では、現在、実写映画作品（ドキュメンタリー、極めて芸術性の高い実験的な作品及び専ら教育を目的として制作される作品は除く）を対象としています。

	項目
	チェック

	当団体は、応募する映画の製作に際し、日本映画制作適正認定制度（作品認定制度）に申請している、又はする予定である。
	

	申請者
	申請時期
	申請状況

	
	令和　　　　　年　　　　　　月
	－
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